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 突然ですが、上記のマーク（アイコン）を

見かけたことはありますか？ 

これは、人権や生活、平和、自然環境等、

世界中の人々の幸せと地球が「持続可能な」

社会を実現する為に、国連で定めた「世界を

変えるための１７の目標」を表すアイコンで

す。Sustainable Development Goals を略

して「SDGs（エスディジーズ）」と呼びます。 

2030 年までに目標を達成する予定です。

日本を含む加盟国は、達成に向けた具体的施

策を検討し、実施し始めています。 

実際に行動するのは誰でしょうか。国や自

治体?企業?社会貢献団体? 答えは、それらを

含む地球上の全ての人です。もちろん、消費

者であるあなたも！ 

そこで、私たち消費者が今すぐ参加できる 

 

 

「SDGs アクション」の例を 2 つピックアッ

プしました。 

１．人や社会、環境に優しい商品を選ぶ 

フェアトレードや被災地が産地の商品、エ

コマークや FSC マーク(海のエコラベル)の

商品、社会貢献活動している企業の商品・サ

ービスを選んで買う。 

 

 

２．ごみを作らない・減らす 

無駄な買い物をしない、使い捨てしない、 

リサイクルする、レジ袋は貰わない、ゴミを

きちんと分別するなどを心がける。他にも、 

 

 

私たちでもすぐできる「SDGs アクション」

は沢山あります。ぜひこの記事を機会に、あ

なたの「SDGs アクション」を探してみては
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いかがでしょうか。（消費生活相談員） 

 

 

 

「かしこく健やかな稲城

くらしフェスタ 201８～

かしこい消費がくらしを守

る～」を 11 月 3 日（土・

祝）午前１0 時～午後 3 時

に開催します。会場は、稲

城市立ｉプラザ周辺です。くらしに役立つ情報の

発表のほか、フリーマーケット等も行います。是

非ご来場ください。 

 

 

 

６年目となるこの講座は、例年どおり人気が高

く、抽選で参加者を決定し、２０組の方々にご参

加いただきました。（8月 24 日（金）開催） 

LED は白熱電球や蛍光

灯と比べて消費電力が

少なく省エネになるこ

と、長く使えるのでごみ

が減ること、熱くならず

安全なことなどを学びました。今年は前年までの

ものと仕様が大幅に変更になり、紙バンドを使っ

てランプシェードを編むものになりました。紙バ

ンドを必要な長さに切ることから始め、箱型に編

みこむため、最初難しいと感じた参加者の方もい

たようですが、難しい所は親子で協力をして、カ

ラフルなランプシェードを作りました。シェード

から漏れ出る LED の光も綺麗でした。 

 

 

9 月 29 日（土）に開催されたこの講座では、

性格のタイプを溜め込みタイプ、散らかしタイプ、

詰め込みタイプ，凝りすぎタイ

プなどに分類し、自分の性格の

タイプにあった収納方法を学

びました。快適な収納は捨てる

ことから始まり、自分のタイプにあった収納法は

長続きすることなどを学びました。 

 

 

消費者講座「親子で学ぶ！農地探検～地場野菜の

収穫体験～）」  11 月 2５日（日）午前 9 時～午

後１時頃 

坂浜地区の農園やお寺をめ

ぐって、冬野菜の収穫を体験

し稲城の農業、地場農産物の

魅力を実感してみませんか。 

 

 

事例 不用品の処分をしてもらおうと、投げ込み

チラシの事業者に電話をすると「費用は 3 万円く

らい」と言われたが、来訪すると「30 万円」を

提示された。高いとは思ったが仕方なく支払った。

（60 歳代女性） 

＊アドバイス   

●投げ込みチラシ等を見て事業者に廃品回収を

依頼する場合、チラシに記載されている金額で契

約できるとは限りません。事前に複数の事業者か

ら見積もりを取り、料金だけでなく作業内容も比

較検討しましょう。 

●作業終了後に突然高額な金額を請求されるケ

ースもあります。契約時や作業開始時に追加料金

がないか確認しましょう。 

●作業時は家族や周りの人に立ち会ってもらう

ことも大切です。 

●不審に思ったら、消費生活センターにご相談く

ださい。（国民生活センターHPより）。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者講座開催報告① 

 

 

今年も開催します！ 

クーリング・オフなど契約に関する相談は・・・ 

 

相談電話 042-378-3738 

相談受付時間 月～金曜日（年末年始・祝日除く） 

 午前９時 30 分～正午、午後 1 時～3 時 30 分 

相談の際は         

①相談内容をまとめたもの 

②契約書、保証書など、相談に関する資料 

などを準備いただくとスムーズです。 
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注意 


